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　岡山県医師会には、厚生労働省、岡山県、日本医師会から発出される様々な文書が届く。

　ほとんどの文書は岡山県医師会から郡市地区医師会に伝達されている。

　また、保険診療上の疑義、解釈などの文書も発出されている。会員の参考になると思われる

項目を抽出して本欄で紹介する。

医師法第20条ただし書きの適切な運用について
　この件は、医師法第20条ただし書きの解釈について、医師の診療を受けてから24時間を超え

て死亡した場合に「当該医師が死亡診断書を書くことができない」又は「警察に届けなければ

ならない」という誤った解釈がされ、在宅医療が勧められ、在宅医療を受ける患者が増加する

状況下において、在宅等の看取りが適切に行われないケースが増えている。このような指摘を

踏まえて、

　①医師法第20条ただし書きは、診療中の患者が24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡

した場合は、改めて診察することなく死亡診断書を交付し得ることを認めるものであるが、医

師が患者死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡

後改めて診察を行い、生前に診察していた傷病に関連する死亡であると判断できる場合には、

死亡診断書を交付できる。

　②診療中の患者が死亡した後、改めて診察し、生前に診察していた傷病に関する死亡である

と判定できない場合には、死体の検案をおこなうことになり、その際、死体に異状があると認

められる場合には、警察へ届けなければならない。

　日医から発出された文書であるが、在宅療養中の患者死亡について、診察後24時間を経過し

た場合にあっても、診療中の傷病に関する死亡と判断されれば死亡診断書とすることは可能で

ある。しかし、少しでも疑問がある場合は十分な検案を行い、異状があれば警察へ届け出ると

するものである。

　死亡診断と判断した根拠、死体の状況等は診療録に詳細に記載しておくことが好ましい。
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医療融資協定の改定について

　岡山県医師会は、中国銀行との医療融資協定を改定し、平成24年10月25日より実施します。それ
に伴い制度融資の要件が下記の通り変更となりますので通知いたします。なお、利率についても通
知いたしますが、これまでどおり変更ありません。

岡山県医師会制度融資
項　目 変更前 変更後
保証人 １名以上 原則として経営者のみ（※）

（※） 法人の場合は原則として理事長、個人の場合は個別相談となります。ご入用の場合は、
お引取の中国銀行本支店までご相談願います。

医療融資協定の利率（平成24年10月25日現在）
融資機関 融資利率
１年以内 1.725％～2.025％

１年超５年以内 1.850％～2.150％
５年超10年以内 2.100％～2.400％
10年超15年以内 2.350％～2.650％
15年超20年以内 2.600％～2.850％
20年超25年以内 2.850％～3.100％
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岡山県医師会庭球協会
11月月例会のお知らせ

岡山県医師会庭球協会　各位　様
　10月月例会は16名の参加で（他に２名オブ
ザーバー）大賑わいでした。毎月こんなに集まっ
ていただけるととても嬉しく、みんな励みにな
ると思います。これからもよろしくお願いいた
します。

　11月月例会のお知らせです。大勢の参加を希
望します。
日時：11月18日（日）　17：00～21：00
場所：岡山県営グランド　③、④番コート

 岡山市医師会庭球協会　　　
 事務局　今城外科胃腸科医院
 今　城　　　保
 Tel 086－226－2821
 Fax 086－225－2460
 E-mail: tamotsu5@yf6.so-net.ne.jp


